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研究成果の概要（和文）：　前近代の西洋と日本について、法律家を中心に、公証人、弁護人、軍人、商人など
多様な専門家を取り上げて、専門家と専門知を存立・機能させる環境、専門家と専門知が権力構造において占め
る位置、専門家間の組織形成とネットワークの広がりといった側面を検討して、専門家と専門知の発展を国制史
に組み込んだ。ドイツの研究グループとの学術交流により、専門家に関する文化史的視点を補強して、その意味
でも従来の国制史の枠を広げた。

研究成果の概要（英文）：   This research treated experts in the premodern West and Japan, mainly 
full jurists, but also public notaries, defenders at court, militaries, merchants and so on. It 
investigated the environment, in which experts and their special knowledge exist and function, the 
position, which experts and their knowledge take in the power structure, and organizations and 
networks among experts. Through such study the development of experts and their special knowledge 
was integrated into the constitutional history. The scientific interchange with the German scholar 
group made it possible to reinforce the cultural historical view of experts and widen the frame of 
the constitutional history.

研究分野： 比較国制史
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　一般的・全体的な基本構成単位とそれらが形作る構造を重視してきた従来の国制史に対して、特殊な知識・技
能を有する専門家の存在を考慮に入れることによって、多様な要素を全体秩序に統合するという国制史の新しい
側面を解明し、また前近代国制史と機能的専門分野の分立を特徴とする近代国制史を、よりスムーズに接続させ
る可能性を開いた。更に、専門家と非専門家の関係の歴史的事例を摘示することを通じて、現代世界における専
門家と専門知の位置づけを考える際の歴史的基礎を提供した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 
 学問史、史料論、文化史といった新しい研究動向の刺激を受けて、専門家と専門知の発展か
ら国制史をとらえ直すことが課題として浮上した。従来の学説史の枠を越えて、学者とその業
績を、同時代の政治・社会の動向との関連で、また学者間のコミュニケーションとその前提と
なる仕組み（学会・研究組織・学術雑誌等）に注目しつつ評価しようとする学問史研究は、専
門家としての学者の活動を国制史的な広い連関の中に位置付けようという問題関心を喚起する
こととなった。さまざまな時代・類型の史料を、その記述内容だけでなく、作成・使用・伝承
といった史料を取り巻く文脈と環境を考慮に入れて読み解こうとする史料論は、ある特有のジ
ャンルの史料を産出し利用するような特化した集団と彼らの専門的知識に関する知見を豊かに
し、そうした存在と国家・社会との関係を更に追求するという問題関心をもたらした。またド
イツの学界では文化史の手法を用いて専門家の歴史的展開を考察しようとする研究動向が存在
し、研究成果が公表されていた。 
 
 
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は、一般的に表現すれば、専門家と専門知の発展を組み込んで新しい国制史を
描き出すために、前近代の西洋と日本のいくつかの時代・場所における専門家とその専門知を
選び出し、それらについて、専門家と専門知を存立・機能させる環境（専門家と専門知に対す
る需要の構造および専門家・専門知に関する自他の認識を含む）、専門家と専門知が権力構造に
おいて占める位置、専門家間の組織形成とネットワークの広がり（専門知の修得と伝達の仕組
みを含む）、を解明することであった。こうした歴史研究を通じて、現代における専門家と専門
知の位置づけを考える際の基礎を提供することも目指された。 
 
 
３．研究の方法 
 
 研究分担者と研究協力者を、古代、中世初期、中世中期・後期、近世、日本の 5 つの研究班
に分け、法律家を中心としつつも、聖職者、修道士、商人、軍人、官僚など多様な専門家を取
り上げて比較対照しつつ、専門家と専門知の国制上の意義を考察しようとした。そのために、
定期的に合宿研究会を開催して、時代・テーマ横断的に議論を深めた。また、ドイツ・ゲッテ
ィンゲン大学の「12 世紀から 18 世紀の専門家文化」研究プロジェクトと連携しつつ検討をす
すめ、国際研究集会での研究発表と議論を行ったほか、日本国内の学会でも研究成果の一端を
発表して、幅広い研究者と議論する機会を持った。 
 
 
４．研究成果 
 
 専門家と専門知としては、まず西洋前近代の法律家と法学について、多面的な検討が行われ
た。古代ローマの法学者の専門知に関して、「使用交換」と呼ばれる現象をめぐる学説の展開を
具体的素材として、法学者たちが先行する世代の法学者の学説を参照・引用しつつ思考する現
象が分析され、「古典期ローマ法」や「卑俗法」といった従来の特徴づけを相対化して、学説の
展開をより精緻に提示する作業が行われた。この作業をめぐる議論において、法学者の間での
分化や、法学者の収入の構造や役職就任の意義についても、他の専門家の事例とも対比しつつ
議論して、一定の認識を共有できたことも、今後の研究展開につながる成果であった。中世キ
リスト教会で活動した法律家の例として、13 世紀後半にローマ教皇庁で裁判に従事し、また中
世学識訴訟法の標準的文献となった『訴訟の鑑』を著したデュランティが詳しく検討された。
彼の経歴の中で特に教皇庁の capellanus に採用されたことの意義、また彼の『訴訟の鑑』が当
時の訴訟法学の発展を背景にしつつも、著者自身が活動した教皇庁裁判制度の成熟をも取り込
んでいたことなどが論じられ、全体として教会組織の制度化と法専門家の存在環境が密接に関
連しあっていたことが明らかにされた。15 世紀ドイツの帝国集会における法専門家の活動に関
しては、世紀中葉の 3 つの帝国集会とそれに接続する諸集会を素材とした検討が行われた。そ
の結果、名誉や演劇的パフォーマンスを重視する貴族的価値観と交錯しつつも、ハイレベルの
政治的紛争が「法化」しており、大学で学識法学を学んだ法律家への需要が増大している状況
が確認された。その際、仲裁や和解といった裁判外紛争解決の場においても、裁判を標準とし
て法専門家の活動が展開されていたことは、興味深い現象であった。近世ドイツの魔女裁判に
おける法専門家の役割に関しては、訴訟記録送付を受けた大学法学部の鑑定活動と魔女裁判の
進行を特に委任されたコミサールの制度が検討されて、両分野で法専門家が対照的な態度を取
りえたこと、非専門家の側が現地社会の複雑な状況もふまえながら、専門家と専門知を利用し
ていったことが、具体例に即して解明された。近世ドイツの魔女裁判に関しては、またドイツ
西部の有力世俗領邦であったファルツ選帝侯領を事例として、「神罰」観念をめぐる法学者と神
学者の議論が、魔女裁判に批判的な非専門家の著作をも参照しつつ分析された。その結果、神



学的議論が神罰観念を通じた信仰の内面化や逸脱に対する君主による制裁の正当化へと傾き、
領邦君主支配の強化に結び付くものであったのに対して、法学者においては手続面で厳正慎重
な態度を要求する傾向が強く、その限りで魔女迫害抑制的に作用したことが示された。カロリ
ナなど当時の刑事立法との関係についても議論が交わされ、法学者の専門知と法規範との近世
的関係が具体例に即して明らかにされた。 
 狭義の法律家に隣接する専門家と彼らの専門知についても検討された。古代末期における公
証人の存在態様に関して、史料に現れる notarius という語と、それ以外の「書き手」を意味す
る史料用語が収集・分析された。notarius については紀元後 1 世紀にさかのぼる起源に始まり、
4 世紀以降は皇帝政府やキリスト教会と結びついて現れることが確認されたが、作成文書の公
証力をうかがわせる史料は僅かであった。一方、それ以外の語（tabellio など）で示される文書
作成者については、3 世紀以降に社会的地位の上昇が、また 6 世紀の皇帝ユスティニアヌス 1
世のもとで規律強化が見られた。また、古代末期から中世初期にかけての、法廷における弁論
の連続と断絶の問題が、6 世紀イタリアの東ゴート王国で王権に仕えたローマ系有力者カッシ
オドルスが遺した史料によって分析された。弁護に対する伝統的な評価を残存させつつも、弁
護人不在の状況が広がっていることも看取され、また裁判担当者の役割との混淆など一種の「官
吏化」傾向も確認されて、全体として古代ローマ的弁護の伝統が終末を迎えつつある状況が具
体的特徴とともに解明された。関連してレトリックと法・法学との関係についても、広い時代
にわたって議論を深めたことは、専門知としての法学の位置測定に資する成果であった。 
 法律家以外の専門家と彼らの有する専門知についても研究された。18 世紀後半プロイセンに
おける軍将校を担い手とした軍制改革論議が、特に兵士の待遇をめぐる議論を中心に検討され
た。プロイセンをはじめドイツ諸領邦では、1750 年代以降、軍隊の啓蒙と呼ばれる現象が活発
化し、軍事知識の体系化と専門化も進行して、従来の軍制を改革しようとする軍事専門家が出
現していた。こうした状況の中で、戦闘効率を向上させるために兵士の待遇改善を主張する立
場、兵士を指揮する将校を啓蒙することを通じて兵士の待遇改善を図ろうとする立場、それら
を批判して兵士の待遇に関しては伝統的体制を維持することを主張する立場など、多様な見解
が並存していたことが明らかになった。あわせて 18 世紀末には議論がより根本的な批判の色彩
を帯びていくことも確認された。更に、ゲスト研究者を招いて、近世フランスの医療専門家に
ついて、助産をめぐる管轄争いを素材に、専門家としての外科医社団が確立していく経過につ
いて討議したが、いわゆる床屋外科医という競合専門家類型との対抗関係の中で専門家の団体
形成と専門知の発展がすすんでいく事例として、他の専門家を考える際にも重要な知見が得ら
れた。 
 これらの専門家と専門知を使いこなす、いわば全体知の事例として、10 世紀のビザンツ帝国
皇帝コンスタンティノス 7 世ポルフュロゲネトスの著作『帝国の統治について』が詳しく分析
され、その記述が各地域に関する専門的情報に基づいていること、しかしそうした専門的情報
が皇帝の視点から全体秩序、とりわけ皇帝を中心とする君主間の擬制的親族秩序に編成されて
いることが指摘された。このケースは、前近代において、専門性がむしろ局限性として相対的
に低位の位置付けを与えられるという一つの顕著な事例として評価できよう。 
 日本史における専門家と専門知については、日本中世の土倉に関して、室町幕府法および分
国法（具体的には伊達氏の分国法であった「蔵方之掟」と「塵芥集」）に土倉がどのような文脈
で現れるかが網羅的に分析され、「土倉故実」などと呼ばれる土倉の専門知に関して、どのよう
な態度が採られているかが追究された。その結果、室町幕府法においては、土倉故実をふまえ
ていることが明らかな事例は存在せず、専門知の集積と活用はむしろ幕府財政当局者（政所構
成員）のレベルで想定されること、および分国法においては、商人側の専門知と幕府法とも共
通する支配者側の専門知の混合状態が見られること、が明らかにされた。また、20 世紀前半に
アメリカの大学で研究教育に従事した例外的な日本人歴史家であった朝河貫一の比較史研究の
史学史的意義が検討されて、彼の研究関心の年代的変化や研究の想定された受容者が確認され
た。また彼の日本法制史構想（時期的には古代・中世に関して）を、近代日本史学史における
一般史と専門分野史の関係の一事例として見うることも示された。更に、ゲスト研究者による
室町時代日本の対外関係に関する報告について、対中国外交における専門家と専門知の意義を
討議し、当時の日本において大きな意味を持った中国製美術工芸品（いわゆる唐物）を中国で
入手するためには、美術工芸品の目利きができる人材が必要であったことを確認できた点は、
芸術に関する専門知と国制史との関係について、今後考察を深めるうえで重要な手がかりであ
った。 
 ドイツ・ゲッティンゲン大学の研究プロジェクトとの交流としては、フランク・レックスロ
ート、マリアン・フュッセル両教授を招聘して国際研究集会を開催した。レックスロート教授
からは、12 世紀以降の西洋世界における専門家の存在を支えた条件（教会・宮廷・都市・大学）
や専門家と非専門家との関係について報告があり、とりわけ専門家への依存と不信という関係
が決して近現代に特有の現象ではなく、既に 12 世紀には見られることが指摘された。また 11
世紀末以降の特にフランス北部における知識人の出現のプロセス・背景・意義に関して詳しい
報告があり、その際に専門知の担い手として教師だけでなく、その周囲の学生にも注意が向け
られたことは重要な視点であった。全体に、独自の専門知が専門家を専門家たらしめるという
よりは、専門家に対する需要が専門家を創るというゲッティンゲン・グループのスタンスが具
体例に即して展開され、日本側の研究にとっても重要な知見が得られた。フュッセル教授から



は、西洋近世における法律家批判に関する報告があったが、法律家に対する批判の多さは西洋
世界における法律家の重要性の反映であること、軍事専門家などと比べて法律家は早くから専
門家として確立し法律家の間での分化もすすんでいたこと、法律家批判の名宛人は法律家自身
を含む知識層であったと見られること、などは日本側の今後の検討の基礎となりうる重要な指
摘であった。また同教授は、18 世紀の 7 年戦争をグローバルな規模の戦争としてとらえる報告
も行ったが、とりわけ専門家を含む関係者の間での情報の流通について、日本側研究者に刺激
を与えた。 
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